
高松市告示第２５２号 

 高松市美術館展覧会等観覧料に係る徴収事務を委託する指定公金事務取扱者について、

次のとおり指定したので、高松市会計規則（昭和３９年高松市規則第３４号）第４４条第

３項の規定に基づき告示します。 

  令和８年４月２４日 

 

                       高松市長 大 西 秀 人 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所 

 （１）広島市東区二葉の里３丁目３番１号 

    株式会社イズミ 

    代表取締役 町田 繁樹 

 

（２）高松市丸亀町４番地８ 

    株式会社宮脇書店 

    代表取締役 宮脇 範次 

 

（３）高松市番町一丁目８番１５号 

    高松市職員消費生活協同組合 

理事長 外村 稔哉 

 

２ 取り扱う公金の種類 

  高松市美術館展覧会等観覧料 

 

３ 指定年月日 

  令和８年４月１日 

 

４ 委託年月日 

  令和８年４月１日 

㊢ 


